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ため、県・市町村はもちろん県民総ぐ
るみで取り組む運動です。
　この機会に、人権について改めて考
えてみましょう。

花の森こども園の催し
　「ママと楽しむ森のようちえん」
日　　時　令和４年２月１日㈫
　　　　　１０時３０分～１４時
会　　場　花の森こども園
　　　　　（秩父市下吉田７１１４－３）
参加対象　０歳児からの親子
　　　　　（定員１２組）
参加費用　１，５００円（保険料含む）
持 ち 物　おにぎり、水筒、着替え、

帽子、長靴、カッパ、タオ
ル（汁物と季節の野菜のお
かず付き）

注意事項　事前申込み必要
問合せ・申込み先

認定ＮＰＯ法人
森のＥＣＨＩＣＡ花の森こ
ども園

　　　　　☎２６・６８２８
　　　　　（平日１０時～１６時）

彩の国ふれあいの森の催し
●天然の氷壁を見に行こう
と　　き　①１月２３日㈰
　　　　　②１月３０日㈰
　　　　　何れも午前１０時～午後２時
内　　容　高さ約五十メートルある天

然の氷壁や、氷柱や滝など、
奥秩父・中津川の冬の名所
をガイドの案内により巡り
ます。

参 加 費　５００円／人（昼食付き）
対　　象　小学生以上（小学生は保護

者同伴）
定　　員　各日１０人（申込順）
申込期限　①１月１６日㈰
　　　　　②１月２３日㈰
※申込みは電話にて受付いたします。そ

の他の催しはホームページにてhttp://
www.chichibu.ne.jp/~furemori/

問 合 せ　彩の国ふれあいの森　埼玉
県森林科学館

　　　　　☎５６・００２６

　河川や水路に油や薬品などが流れ、
魚が死んだり、水道水や農業用水の取
水に影響が出る異常水質事故が多く発
生しています。
　事故対応の費用は、事故原因者の負
担となるため、不要な塗料や油、農薬
などの取り扱いは十分にご注意いただ
き、決して河川や水路、側溝に流さな

 河川等の異常水質事故防止
にご協力を

いようお願いします。
　もし、異常水質事故を見つけた場合
には、速やかに秩父環境管理事務所、
又は、町民課にご連絡ください。
問合せ　県秩父環境管理事務所
　　　　☎２３・１５１１
　　　　町民課　環境衛生担当
　　　　☎６６・３１１１
　　　　内線１２６

こんにちは県議会です
テレ玉　日曜日
　　　　午前１０時～１０時１５分
　県議会の各定例会の模様や委員会委
員長インタビューなど、さまざまな情
報をタイムリーに放送しています。ま
た、プレゼントコーナーもあります。
　詳しい内容は、県議会ホームページ
（https://www.pref.saitama.lg.jp/
s-gikai/index.html）をご覧ください。
問合せ 　県議会事務局
　　　　　☎０４８・８３０・６２５７

 事業主の皆様へ
　　　　労働保険のお知らせ
　労働保険料（労災保険・雇用保険）
の第3期分の納期限は１月３１日です。
　納付書につきましては、納期限の
１０日前頃に該当事業所へ郵送します。
　また、保険料納付については口座振
替が便利です。申込み手続きについて
は厚生労働省もしくは埼玉労働局の
ホームページをご覧ください。
問合せ　埼玉労働局労働保険徴収課　
　　　　☎０４８・６００・６２０３
　　　　Ｂ０４８・６００・６２２３

財務省関東財務局へご相談を！
　一人で悩まずに、まずはご相談くだ
さい（無料）。
○詐欺的な投資勧誘に関するご相談　
　☎０４８・６１３・３９５２
○電子マネー詐欺相談（架空請求等）
　☎０４８・６００・１１５２
○多重債務相談　　　　　　　　　　
　☎０４８・６００・１１１３
○新型コロナに関する金融相談ダイヤル
　☎０４８・６１５・１７７９

自筆証書遺言書保管制度を
　ご利用ください
　自筆証書遺言書を作成した本人が法
務局に遺言書の保管を申請することが
できる制度です。保管制度を利用する
と、遺言書の紛失、隠匿及び改ざん等
を防止することができます。
問合せ　さいたま地方法務局秩父支局
　　　　☎２２・０８２７

「長瀞町に伝わるお神楽の笛」
　練習してみませんか
　練習に必要な笛、楽譜、ＣＤ（全曲）
を無料でお貸しいたします。個人練習
が中心となりますが丁寧に指導いたし
ます。お気軽にご参加ください。
日　時　毎週日曜日
　　　　午後６時～７時３０分
場　所　宝登山神社
対　象　男女問わず（１０歳位から）
参加費　無料
＊神楽団員・子供神楽　随時募集して

います
問合せ　宝登山神楽団
　　　　島田　☎６６・１８０５
　　　　加藤　☎６６・０２９１

 自衛官採用説明会
　自衛官採用に関する説明をメインに、
自衛隊の概要・役割等を現職自衛官が
詳しく説明します。
日　程　１２月１８日㈯
　　　　　　　１９日㈰
時　間　両日とも①１０時～
　　　　　　　　②１３時～
場　所　自衛隊秩父地域事務所
　　　　（秩父市大野原４９１－１）
対　象　１７歳～３１歳の男女とその

家族
申込み・問合せ
　　　　自衛隊秩父地域事務所
　　　　☎２２・６１５７

　「人権尊重社会をめざす県民運動」
は、様々な人権課題への理解を深め、

「すべての県民がお互いの人権を尊重
しながら共に生きる社会」を実現する

 12月4日から10日までは
「人権尊重社会をめざす県民
運動強調週間」です！

お知らせ


